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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＤＴ（minimization of drive test）をサポートする移動通信システムで用いられる
通信制御方法であって、
　基地局との接続を確立したユーザ端末が、前記基地局からの指示に応じて、前記ユーザ
端末の位置を示す位置情報を前記基地局に送信するステップＡと、
　前記ユーザ端末から前記位置情報を受信する前記基地局が、前記ユーザ端末との通信の
スループットを測定するステップＢと、を有し、
　前記ユーザ端末の無線アクセスベアラが、ＱｏＳ制御を行うためにＱｏＳ特性と対応付
けられており、
　前記ステップＢにおいて、前記ユーザ端末から前記位置情報を受信する前記基地局は、
前記ユーザ端末の無線アクセスベアラ毎にスループットを測定することを特徴とする通信
制御方法。
【請求項２】
　前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末との通信のスループットを単
位時間毎に測定し、
　前記通信制御方法は、前記基地局が、前記ユーザ端末から受信した前記位置情報と、当
該位置情報を受信したタイミングに対応する前記単位時間で測定した前記スループットと
、を関連付けるステップＣをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の通信制御方
法。
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【請求項３】
　前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から前記位置情報を受信する
場合に、前記ユーザ端末との通信における上りリンクのスループットと、前記ユーザ端末
との通信における下りリンクのスループットと、を個別に測定することを特徴とする請求
項１に記載の通信制御方法。
【請求項４】
　前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記基地局との接続を確立する複数のユーザ
端末それぞれから位置情報を受信する場合に、１ユーザ端末毎にスループットを測定する
ことを特徴とする請求項１に記載の通信制御方法。
【請求項５】
　ＭＤＴ（minimization of drive test）をサポートする移動通信システムにおいて、ユ
ーザ端末との接続を確立する基地局であって、
　自基地局からの指示に応じて前記ユーザ端末から送信される、前記ユーザ端末の位置を
示す位置情報を受信する受信部と、
　前記受信部が前記位置情報を受信する場合において、前記ユーザ端末との通信のスルー
プットを測定する制御部と、を有し、
　前記ユーザ端末の無線アクセスベアラが、ＱｏＳ制御を行うためにＱｏＳ特性と対応付
けられており、
　前記制御部は、前記ユーザ端末の無線アクセスベアラ毎にスループットを測定すること
を特徴とする基地局。
【請求項６】
　ＭＤＴ（minimization of drive test）をサポートする移動通信システムにおいて、基
地局との接続を確立するユーザ端末であって、
　前記ユーザ端末の無線アクセスベアラが、ＱｏＳ制御を行うためにＱｏＳ特性と対応付
けられており、
　前記基地局が自ユーザ端末の無線アクセスベアラ毎にスループットを測定する場合にお
いて、前記基地局からの指示に応じて、自ユーザ端末の位置を示す位置情報を前記基地局
に送信する送信部を有することを特徴とするユーザ端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ）規格で規定されるＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　
Ｔｅｓｔ）をサポートする移動通信システムにおける移動通信方法及びユーザ端末に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでは、基地局の周辺にビルが建設されたり、当該基地局の周辺基地局
の設置状況が変化したりすると、当該基地局に係る無線通信環境が変化する。このため、
従来では、オペレータにより、測定機材を搭載した測定用車両を使用し、基地局からの受
信信号状態を測定して測定データを収集するドライブテストが行われている。
【０００３】
　このような測定及び収集は、例えば基地局のカバレッジの最適化に貢献できるが、工数
が多く、且つ費用が高いという課題がある。そこで、移動通信システムの標準化プロジェ
クトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）では、ユーザが所持するユーザ端末を使用して、当該測定及び収集を自動化す
るためのＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔｓ）の仕様策
定が進められている（非特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８０５　Ｖ９．０．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３７．３２０　ｖ１０．２．０
【発明の概要】
【０００５】
　ＭＤＴにより、カバレッジの最適化だけでなく、ユーザ・エクスペリエンスの向上を図
るためには、基地局からの受信信号状態の検証だけでなく、基地局との通信のＱｏＳ（Ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を検証することが重要である。
【０００６】
　しかしながら、現行のＭＤＴの仕様には、ＱｏＳを検証するための仕組みが存在しない
という問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、ＭＤＴによりＱｏＳを検証可能とする通信制御方法を提供する。
【０００８】
　本発明に係る通信制御方法は、ＭＤＴ（minimization of drive test）をサポートする
移動通信システムで用いられる。前記通信制御方法は、基地局との接続を確立したユーザ
端末が、前記基地局からの指示に応じて、前記ユーザ端末の位置を示す位置情報を前記基
地局に送信するステップＡと、前記ユーザ端末から前記位置情報を受信する前記基地局が
、前記ユーザ端末との通信のスループットを測定するステップＢと、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る移動通信システムを示す。
【図２】本発明の実施形態に係るｅＮＢのブロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係るＵＥのブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る移動通信システムの基本動作パターンを示す。
【図５】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン１を示す。
【図６】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン２を示す。
【図７】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン３を示す。
【図８】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン４を示す。
【図９】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン５を示す。
【図１０】本発明の実施形態に係る移動通信システムの動作パターン６を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態に係る図面において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付す。
【００１１】
　（実施形態の概要）
　実施形態に係る通信制御方法は、ＭＤＴ（minimization of drive test）をサポートす
る移動通信システムで用いられる。前記通信制御方法は、基地局との接続を確立したユー
ザ端末が、前記基地局からの指示に応じて、前記ユーザ端末の位置を示す位置情報を前記
基地局に送信するステップＡと、前記ユーザ端末から前記位置情報を受信する前記基地局
が、前記ユーザ端末との通信のスループットを測定するステップＢと、を有する。これに
より、どの位置でどの程度のスループットが得られるかのＱｏＳ検証が可能になるため、
ユーザ・エクスペリエンスの向上を図るための最適化に寄与することができる。かかるＱ
ｏＳ検証により、例えば、ＱｏＳが劣化するエリアを特定できる。
【００１２】
　実施形態では、前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末との通信のス
ループットを単位時間毎に測定する。前記通信制御方法は、前記基地局が、前記ユーザ端
末から受信した前記位置情報と、当該位置情報を受信したタイミングに対応する前記単位
時間で測定した前記スループットと、を関連付けるステップＣをさらに有する。これによ
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り、どの位置でどの程度のスループットが得られるかを精度良く把握できる。
【００１３】
　実施形態では、前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から前記位置
情報を受信する場合に、前記ユーザ端末との通信における上りリンクのスループットと、
前記ユーザ端末との通信における下りリンクのスループットと、を個別に測定する。これ
により、上りリンク及び下りリンクのそれぞれについてＱｏＳ検証を行うことができる。
特に、上りリンクと下りリンクとで通信方式（無線アクセス方式）が異なる移動通信シス
テムにおいて有用である。
【００１４】
　実施形態では、前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記基地局との接続を確立す
る複数のユーザ端末それぞれから位置情報を受信する場合に、１ユーザ端末毎にスループ
ットを測定する。これにより、複数のユーザ端末のそれぞれについてＱｏＳ検証を行うこ
とができる。
【００１５】
　実施形態では、前記ステップＢにおいて、前記基地局は、前記ユーザ端末から前記位置
情報を受信する場合に、前記ユーザ端末の無線アクセスベアラ毎にスループットを測定す
る。これにより、複数の無線アクセスベアラのそれぞれについてＱｏＳ検証を行うことが
できる。各無線アクセスベアラは、当該無線アクセスベアラに対応するＱｏＳ特性に応じ
たＱｏＳ制御の対象となるため、各無線アクセスベアラのＱｏＳ特性が満たされているか
否かのＱｏＳ検証が可能となる。
【００１６】
　実施形態では、コネクティッド状態のユーザ端末が、前記ユーザ端末とネットワークと
の通信におけるスループットが低下した期間内で、前記ユーザ端末の地理的な位置を示す
位置情報を記録する記録ステップと、前記ユーザ端末が、前記スループットが回復した後
に、前記記録ステップで記録した前記位置情報を前記ネットワークに報告する報告ステッ
プと、を有する。ここでスループットとは、上りリンクのスループットであってもよく、
下りリンクのスループットであってもよい。
【００１７】
　実施形態では、前記ネットワークが、前記ユーザ端末への初期設定を行う際に、ネット
ワーク時間を前記ユーザ端末に通知する通知ステップをさらに有する。
【００１８】
　実施形態では、前記ネットワークが、前記スループットの低下を検出する低下検出ステ
ップと、前記ネットワークが、前記低下検出ステップで前記スループットの低下を検出し
たことに応じて、前記位置情報の記録要求を前記ユーザ端末に送信する要求送信ステップ
と、をさらに有し、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記ネットワークか
らの前記記録要求に応じて、前記位置情報の記録を開始する。
【００１９】
　実施形態では、前記要求送信ステップにおいて、前記ネットワークは、ネットワーク時
間を前記ユーザ端末に通知する。
【００２０】
　実施形態では、前記ネットワークが、前記スループットの回復を検出する回復検出ステ
ップと、前記ネットワークが、前記回復検出ステップで前記スループットの回復を検出し
たことに応じて、前記位置情報の報告要求を前記ユーザ端末に送信する要求送信ステップ
と、をさらに有し、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記ネットワークか
らの前記報告要求を受信すると、前記位置情報の記録を終了し、前記報告ステップにおい
て、前記ユーザ端末は、前記ネットワークからの前記報告要求に応じて、前記記録ステッ
プで記録した前記位置情報を前記ネットワークに報告する。
【００２１】
　実施形態では、前記ユーザ端末が、前記スループットの低下を検出する低下検出ステッ
プをさらに有し、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記低下検出ステップ
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で前記スループットの低下を検出したことに応じて、前記位置情報の記録を開始する。
【００２２】
　実施形態では、前記ユーザ端末が、前記低下検出ステップで前記スループットの低下を
検出したことに応じて、ネットワーク時間の通知要求を前記ネットワークに送信するステ
ップと、前記ネットワークが、前記ユーザ端末からの前記通知要求に応じて、ネットワー
ク時間を前記ユーザ端末に通知するステップと、をさらに有する。
【００２３】
　実施形態では、前記ユーザ端末が、前記スループットの回復を検出する回復検出ステッ
プをさらに有し、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記回復検出ステップ
で前記スループットの回復を検出すると、前記位置情報の記録を終了し、前記報告ステッ
プにおいて、前記ユーザ端末は、前記回復検出ステップで前記スループットの回復を検出
したことに応じて、前記記録ステップで記録した前記位置情報を前記ネットワークに報告
する。
【００２４】
　実施形態では、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記ネットワーク時間
と前記ネットワーク時間を基準とした相対時間とを含む時間情報を、前記位置情報と対応
付けて記録し、前記報告ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記記録ステップで記録
した前記位置情報及び前記時間情報を前記ネットワークに報告する。
【００２５】
　実施形態では、前記ネットワークが、前記スループットの測定結果をネットワーク時間
と対応付けて記録するステップと、前記ネットワークが、前記報告ステップで報告された
前記位置情報及び前記時間情報を受信した後、当該時間情報に基づいて、前記スループッ
トの測定結果と前記位置情報とを対応付けるステップと、をさらに有する。
【００２６】
　実施形態では、前記ネットワーク（ｅＮＢ、ＭＭＥ、又はＯＡＭ）は、前記ユーザ端末
からの報告に含まれる前記位置情報及び前記時間情報の組と、前記ネットワークが記録し
たスループット測定結果及び前記ネットワーク時間の組と、に基づいて、同じ時間帯にお
いて得られたと推定される前記位置情報と前記スループット測定結果とを対応付ける。
【００２７】
　実施形態では、前記記録ステップにおいて、前記ユーザ端末は、前記スループットの測
定結果と、前記ネットワーク時間と前記ネットワーク時間を基準とした相対時間とを含む
時間情報と、を前記位置情報と対応付けて記録し、前記報告ステップにおいて、前記ユー
ザ端末は、前記記録ステップで記録した前記スループットの測定結果、前記位置情報、及
び前記時間情報を前記ネットワークに報告する。
【００２８】
　実施形態では、前記スループットの低下とは、前記スループットが、予め設定された閾
値よりも低下したこと、又は、前記ユーザ端末と前記ネットワークとの通信に適用されて
いるＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）及びリソー
スブロック数から想定されるスループットの範囲よりも低下したこと、である。
【００２９】
　（移動通信システムの構成）
　図１は、本実施形態に係る移動通信システムを示す。移動通信システムは、3ＧＰＰ規
格（具体的には、ＬＴＥ）に基づく構成を有する。移動通信システムは、無線アクセス方
式として、上りリンクにはＳＣ－ＦＤＭＡ方式が適用され、下りリンクにはＯＦＤＭＡ方
式が適用される。
【００３０】
　図１に示すように、移動通信システムは、複数の基地局（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－
Ｂ：ｅＮＢ）と、何れかのｅＮＢに接続するユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
：ＵＥ）と、を有する。複数のｅＮＢは、ＬＴＥの無線アクセスネットワークであるＥ－
ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
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ｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構成する。各ｅＮＢは、１又は複数のセルを管理する。セル
は、セルＩＤによって識別される。ＵＥは、接続中の状態に相当するコネクティッド（Ｒ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）状態において、接続先のセル（サービングセルと称される）
から無線リソースが割り当てられる。移動通信システムにおいては、隣接するｅＮＢを相
互接続するための論理通信路であるＸ２インターフェイスが設定される。また、ＬＴＥの
コアネットワークであるＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）とｅＮＢと
の間、及びＥＰＣとｅＮＢとの間には、ＥＰＣとの論理通信路であるＳ１インターフェイ
スが設定される。ＥＰＣは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔ
ｉｔｙ）及びＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）を含む。ＭＭＥは、ＵＥが在
圏するＴＡ及び／又はセルを管理しており、ＵＥに対する各種モビリティ管理を行う。Ｓ
－ＧＷは、ＵＥが送受信するユーザデータの転送制御を行う。さらに、移動通信システム
は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０の保守及び監視を行うＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍ
ａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）を有する。本実施形態において、Ｅ－ＵＴＲＡＮ、ＥＰＣ、及び
ＯＡＭは、ネットワーク（ＮＷ）を構成する。
【００３１】
　各ＵＥは、コネクティッド状態において、１又は複数の無線アクセスベアラ（ＲＡＢ）
をｅＮＢと設定する。無線アクセスベアラは、ネットワーク（具体的には、ｅＮＢ）にお
いて、当該無線アクセスベアラに対応するＱｏＳ特性に応じたＱｏＳ制御の対象となる。
【００３２】
　図２は、ｅＮＢのブロック図である。図２に示すように、ｅＮＢは、アンテナ１０１と
、無線通信部１１０と、ネットワーク通信部１２０と、記憶部１３０と、制御部１４０と
、を含む。アンテナ１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１１０は、例
えば無線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ
１０１を介して無線信号を送受信する。ネットワーク通信部１２０は、Ｘ２インターフェ
イス上で隣接ｅＮＢとの基地局間通信を行う。また、ネットワーク通信部１２０は、Ｓ１
インターフェイス上でＥＰＣとの通信を行う。記憶部１３０は、ｅＮＢの制御等に用いら
れる各種の情報を記憶する。制御部１４０は、ｅＮＢが備える各種の機能（詳細について
は後述）を制御する。
【００３３】
　図３は、ＵＥのブロック図である。図３に示すように、ＵＥは、アンテナ２０１と、無
線通信部２１０と、位置情報取得部２２０と、記憶部２３０と、制御部２４０と、を含む
。アンテナ２０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部２１０は、例えばＲＦ
回路やＢＢ回路等を用いて構成され、アンテナ２０１を介して無線信号を送受信する。位
置情報取得部２２０は、例えばＧＰＳ受信機を含み、受信したＧＰＳ信号に基づく位置情
報を制御部２４０に出力する。記憶部２３０は、ＵＥの制御等に用いられる各種の情報を
記憶する。制御部２４０は、ＵＥが備える各種の機能（詳細については後述）を制御する
。
【００３４】
　（移動通信システムの動作）
　以下において、本実施形態に係る移動通信システムの動作を説明する。
【００３５】
　まず、本実施形態に係る移動通信システムの基本動作を説明する。図４は、本実施形態
に係る移動通信システムの基本動作を示す。本動作の初期状態として、ＵＥは、ｅＮＢと
の接続を確立した状態（コネクティッド状態）である。なお、ＵＥのコネクティッド状態
において適用されるＭＤＴは、即座型ＭＤＴ（Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ）と称される
。
【００３６】
　図４に示すように、ステップＳ１１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期設
定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定は、ＵＥの地理的な位置を示す位
置情報の送信（報告）を指示する指示情報を含む。ＵＥは、当該指示情報を含む初期設定



(7) JP 5758496 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

情報を受信する。
【００３７】
　ステップＳ１２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のスループットの測定を開始する。
スループットは、ｅＮＢのレイヤ２（Ｌ２）で測定される。また、ｅＮＢは、ＵＥとの通
信のスループットを単位時間毎に測定する。ｅＮＢは、ＵＥとの通信における上りリンク
のスループットと、ＵＥとの通信における下りリンクのスループットと、を個別に測定し
てもよい。また、ｅＮＢは、ｅＮＢとの接続を確立する複数のＵＥそれぞれから位置情報
を受信する場合には、１ＵＥ毎にスループットを測定してもよい。さらに、ｅＮＢは、Ｕ
Ｅの無線アクセスベアラ毎にスループットを測定してもよい。なお、スループットは、Ｑ
ｏＳ検証を目的として測定される。ＱｏＳの評価指標としては、スループットの他にも、
パケット遅延、レイテンシ（パケット遅延及びロス率）が存在する。
【００３８】
　ステップＳ１３において、ＵＥは、ｅＮＢからの指示情報に応じて、位置情報の取得を
開始する。ＵＥは、位置情報を定期的に取得してもよく、所定のイベントが発生したこと
をトリガとして位置情報を取得してもよい。
【００３９】
　ステップＳ１４において、ＵＥは、ステップＳ１３で取得した位置情報をｅＮＢに送信
する。ｅＮＢは、ＵＥからの位置情報を受信する。
【００４０】
　ステップＳ１５において、ｅＮＢは、ステップＳ１４でＵＥから受信した位置情報と、
当該位置情報を受信したタイミングに対応する単位時間で測定したスループットと、を関
連付けて記録する。ｅＮＢで記録された情報は、例えばＯＡＭに通知される。
【００４１】
　ここで、スループットを基地局で測定する一方、位置情報をユーザ端末で取得して送信
（報告）するのは、次の理由による。ユーザ端末で取得される位置情報は高精度であり信
頼性が高いため、ＱｏＳが劣化したエリアを精度よく特定できる。仮に位置情報が信頼で
きないものであれば、ネットワークにおいて最適化（例えばスケジューリングの最適化）
を誤って行ってしまい、システム全体のＱｏＳが逆に劣化する可能性があるからである。
【００４２】
　以上が本実施形態に係る移動通信システムの基本動作であるが、以下において、本実施
形態に係る移動通信システムの応用動作の各動作パターンを説明する。
【００４３】
　（１）動作パターン１
　図５は、移動通信システムの動作パターン１を示す。図５の初期状態においてＵＥはｅ
ＮＢに接続中である。
【００４４】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期
設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネットワ
ーク時間をＵＥに通知してもよい。ネットワーク時間とは、ネットワークで管理されてい
る時間である。ＵＥは、ネットワーク時間を受信すると、相対時間タイマを起動する。相
対時間タイマは、受信したネットワーク時間からの経過時間（相対時間）を計時するため
のものである。
【００４５】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの測定及び
記録を開始する。詳細には、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットを測定し、測
定結果をネットワーク時間と対応付けて記録する。
【００４６】
　ステップＳ１０３において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出する。スループットの低下とは、当該スループットが、予め設定された閾値よりも低下
したこと、又は、ＵＥとｅＮＢとの通信に適用されているＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
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　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）及びリソースブロック数から想定されるスルー
プットの範囲よりも低下したこと、である。ＭＣＳは、変調方式と符号化方式との組み合
わせにより規定される。リソースブロックは、周波数方向に区分された無線リソース単位
である。ＵＥには、１又は複数のリソースブロックがｅＮＢから割り当てられる。
【００４７】
　ステップＳ１０４において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出したことに応じて、位置情報の記録要求をＵＥに送信する。当該記録要求において、ｅ
ＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。ＵＥは、ネットワーク時間を受信す
ると、相対時間タイマを起動する。また、当該記録要求は、位置情報を記録する時間間隔
を指定する情報を含んでもよい。
【００４８】
　ステップＳ１０５において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の記録要求に応じて、位置
情報の取得及び記録を開始する。詳細には、ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情
報を取得し、取得した位置情報を、時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付
けて記録する。ここで相対時間は、相対時間タイマに基づく、位置情報取得時の相対時間
である。
【００４９】
　ステップＳ１０６において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出する。スループットの回復とは、当該スループットが、予め設定された閾値よりも上昇
したこと、又は、ＵＥとｅＮＢとの通信に適用されているＭＣＳ及びリソースブロック数
から想定されるスループットの範囲よりも上昇したこと、である。
【００５０】
　ステップＳ１０７において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の報告要求をＵＥに送信する。
【００５１】
　ステップＳ１０８において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、位置
情報の記録を終了する。
【００５２】
　ステップＳ１０９において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、記録
した位置情報及び時間情報の組を少なくとも１つ含む報告をｅＮＢに送信する。
【００５３】
　ステップＳ１１０において、ｅＮＢ、ＭＭＥ、又はＯＡＭは、ＵＥからの報告に含まれ
る位置情報及び時間情報の組と、ｅＮＢが記録したスループット測定結果及びネットワー
ク時間の組と、に基づいて、同じ時間帯において得られたと推定される位置情報とスルー
プット測定結果とを対応付ける。対応付けの方法としては、ＵＥとｅＮＢ(及び位置情報
と測定結果の対応付けを行なうネットワークエンティティー)との双方で専用の識別子を
持っており、それを位置情報と測定結果のヘッダー等に記載しておき、後で対応付けが出
来るようにしてもよい。あるいは、ネットワークがＵＥのＩＰアドレス、またはＭＡＣア
ドレス、または割り当てられているＣ－ＲＮＴＩなどから、どのＵＥから位置情報、又は
測定結果が送られてきたかを判断し、後で対応付けが出来るようにしてもよい。
【００５４】
　なお、低スループット状態を対象としているのは、次の理由による。具体的には、スル
ープットが過多なエリアを特定することもＱｏＳ検証の目的の一つではあるが、かかるエ
リアの存在はユーザ・エクスペリエンスに直接的に影響を与えないため、低スループット
状態を対象とすることが好ましいからである。
【００５５】
　（２）動作パターン２
　図６は、移動通信システムの動作パターン２を示す。動作パターン１では、スループッ
トの回復をｅＮＢが検出していたが、本動作パターンでは、スループットの回復をＵＥが
検出する。なお、上述した動作パターンと重複する部分については適宜説明を省略する。
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【００５６】
　図６に示すように、ステップＳ２０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期
設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネットワ
ーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００５７】
　ステップＳ２０２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの測定及び
記録を開始する。詳細には、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットを測定し、測
定結果をネットワーク時間と対応付けて記録する。
【００５８】
　ステップＳ２０３において、ｅＮＢは、スループットの測定要求をＵＥに送信する。当
該測定要求において、ｅＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００５９】
　ステップＳ２０４において、ＵＥは、ｅＮＢからの測定要求に応じて、ｅＮＢとの通信
におけるスループットの測定を開始する。
【００６０】
　ステップＳ２０５において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出する。
【００６１】
　ステップＳ２０６において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出したことに応じて、位置情報の記録要求をＵＥに送信する。当該記録要求において、ｅ
ＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００６２】
　ステップＳ２０７において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の記録要求に応じて、位置
情報の取得及び記録を開始する。詳細には、ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情
報を取得し、取得した位置情報を、時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付
けて記録する。
【００６３】
　ステップＳ２０８において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出する。
【００６４】
　ステップＳ２０９において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の記録を終了する。
【００６５】
　ステップＳ２１０において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、記録した位置情報及び時間情報の組を少なくとも１つ含む報告をｅ
ＮＢに送信する。
【００６６】
　ステップＳ２１１において、ｅＮＢ、ＭＭＥ、又はＯＡＭは、ＵＥからの報告に含まれ
る位置情報及び時間情報の組と、ｅＮＢが記録したスループット測定結果及びネットワー
ク時間の組と、に基づいて、同じ時間帯において得られたと推定される位置情報とスルー
プット測定結果とを対応付ける。
【００６７】
　（３）動作パターン３
　図７は、移動通信システムの動作パターン３を示す。動作パターン１及び２では、スル
ープット測定結果をｅＮＢが記録していたが、本動作パターンでは、スループット測定結
果をＵＥが記録する。また、本動作パターンでは、スループットの回復をＵＥが検出する
。なお、上述した動作パターンと重複する部分については適宜説明を省略する。
【００６８】
　図７に示すように、ステップＳ３０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期
設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネットワ
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ーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００６９】
　ステップＳ３０２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの測定を開
始する。
【００７０】
　ステップＳ３０３において、ｅＮＢは、スループットの記録要求をＵＥに送信する。当
該記録要求において、ｅＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００７１】
　ステップＳ３０４において、ＵＥは、ｅＮＢからのスループット記録要求に応じて、ｅ
ＮＢとの通信におけるスループットの測定及び記録を開始する。詳細には、ｅＮＢは、Ｕ
Ｅとの通信におけるスループットを測定し、測定結果を時間情報（ネットワーク時間及び
相対時間）と対応付けて記録する。ただし、当該記録は必須ではなく、省略してもよい。
【００７２】
　ステップＳ３０５において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出する。
【００７３】
　ステップＳ３０６において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの低下を検
出したことに応じて、位置情報の記録要求をＵＥに送信する。当該記録要求において、ｅ
ＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００７４】
　ステップＳ３０７において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の記録要求に応じて、位置
情報の取得及び記録を開始する。詳細には、ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情
報を取得し、取得した位置情報を、スループット測定結果、及び時間情報（ネットワーク
時間及び相対時間）と対応付けて記録する。
【００７５】
　ステップＳ３０８において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出する。
【００７６】
　ステップＳ３０９において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の記録を終了する。
【００７７】
　ステップＳ３１０において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、スループット測定結果、位置情報、及び時間情報の組を少なくとも
１つ含む報告をｅＮＢに送信する。
【００７８】
　（４）動作パターン４
　図８は、移動通信システムの動作パターン４を示す。動作パターン１～３では、スルー
プットの低下をｅＮＢが検出していたが、本動作パターンでは、スループットの低下をＵ
Ｅが検出する。なお、上述した動作パターンと重複する部分については適宜説明を省略す
る。
【００７９】
　図８に示すように、ステップＳ４０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期
設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネットワ
ーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００８０】
　ステップＳ４０２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの測定及び
記録を開始する。詳細には、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットを測定し、測
定結果をネットワーク時間と対応付けて記録する。
【００８１】
　ステップＳ４０３において、ｅＮＢは、スループットの測定要求をＵＥに送信する。当
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該測定要求において、ｅＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００８２】
　ステップＳ４０４において、ＵＥは、ｅＮＢからの測定要求に応じて、ｅＮＢとの通信
におけるスループットの測定を開始する。
【００８３】
　ステップＳ４０５において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの低下を検
出する。
【００８４】
　ステップＳ４０６において、ＵＥは、ネットワーク時間をｅＮＢから受信していない場
合に、ネットワーク時間の通知要求をｅＮＢに送信する。
【００８５】
　ステップＳ４０７において、ｅＮＢは、ネットワーク時間の通知要求に応じて、ネット
ワーク時間をＵＥに通知する。
【００８６】
　ステップＳ４０８において、ＵＥは、位置情報の取得及び記録を開始する。詳細には、
ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情報を取得し、取得した位置情報を、時間情報
（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付けて記録する。
【００８７】
　ステップＳ４０９において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出する。
【００８８】
　ステップＳ４１０において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の報告要求をＵＥに送信する。
【００８９】
　ステップＳ４１１において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、位置
情報の記録を終了する。
【００９０】
　ステップＳ４１２において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、記録
した位置情報及び時間情報の組を少なくとも１つ含む報告をｅＮＢに送信する。
【００９１】
　ステップＳ４１３において、ｅＮＢ、ＭＭＥ、又はＯＡＭは、ＵＥからの報告に含まれ
る位置情報及び時間情報の組と、ｅＮＢが記録したスループット測定結果及びネットワー
ク時間の組と、に基づいて、同じ時間帯において得られたと推定される位置情報とスルー
プット測定結果とを対応付ける。
【００９２】
　（５）動作パターン５
　図９は、移動通信システムの動作パターン５を示す。本動作パターンは、動作パターン
４をベースとして、スループット測定結果をＵＥが記録する。なお、上述した動作パター
ンと重複する部分については適宜説明を省略する。
【００９３】
　図９に示すように、ステップＳ５０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初期
設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネットワ
ーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００９４】
　ステップＳ５０２において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの測定を開
始する。
【００９５】
　ステップＳ５０３において、ｅＮＢは、スループットの記録要求をＵＥに送信する。当
該記録要求において、ｅＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【００９６】
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　ステップＳ５０４において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの測定及び
記録を開始する。詳細には、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットを測定し、測
定結果を時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付けて記録する。
【００９７】
　ステップＳ５０５において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの低下を検
出する。
【００９８】
　ステップＳ５０６において、ＵＥは、ネットワーク時間をｅＮＢから受信していない場
合に、ネットワーク時間の通知要求をｅＮＢに送信する。
【００９９】
　ステップＳ５０７において、ｅＮＢは、ネットワーク時間の通知要求に応じて、ネット
ワーク時間をＵＥに通知する。
【０１００】
　ステップＳ５０８において、ＵＥは、位置情報の取得及び記録を開始する。詳細には、
ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情報を取得し、取得した位置情報を、スループ
ット測定結果、及び時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付けて記録する。
【０１０１】
　ステップＳ５０９において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出する。
【０１０２】
　ステップＳ５１０において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の報告要求をＵＥに送信する。
【０１０３】
　ステップＳ５１１において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、位置
情報の記録を終了する。
【０１０４】
　ステップＳ５１２において、ＵＥは、ｅＮＢからの位置情報の報告要求に応じて、スル
ープット測定結果、位置情報、及び時間情報の組を少なくとも１つ含む報告をｅＮＢに送
信する。
【０１０５】
　（６）動作パターン６
　図１０は、移動通信システムの動作パターン６を示す。本動作パターンは、動作パター
ン５をベースとして、スループットの回復をＵＥが検出する。なお、上述した動作パター
ンと重複する部分については適宜説明を省略する。
【０１０６】
　図１０に示すように、ステップＳ６０１において、ｅＮＢは、ＵＥとの通信のための初
期設定、又はＭＤＴのための初期設定を行う。当該初期設定において、ｅＮＢは、ネット
ワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【０１０７】
　ステップＳ６０２において、ｅＮＢは、スループットの記録要求をＵＥに送信する。当
該記録要求において、ｅＮＢは、ネットワーク時間をＵＥに通知してもよい。
【０１０８】
　ステップＳ６０３において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの測定及び
記録を開始する。詳細には、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットを測定し、測
定結果を時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付けて記録する。ただし、当
該記録は必須ではなく、省略してもよい。
【０１０９】
　ステップＳ６０４において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの低下を検
出する。
【０１１０】
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　ステップＳ６０５において、ＵＥは、ネットワーク時間をｅＮＢから受信していない場
合に、ネットワーク時間の通知要求をｅＮＢに送信する。
【０１１１】
　ステップＳ６０６において、ｅＮＢは、ネットワーク時間の通知要求に応じて、ネット
ワーク時間をＵＥに通知する。
【０１１２】
　ステップＳ６０７において、ＵＥは、位置情報の取得及び記録を開始する。詳細には、
ＵＥは、自ＵＥの地理的な位置を示す位置情報を取得し、取得した位置情報を、スループ
ット測定結果、及び時間情報（ネットワーク時間及び相対時間）と対応付けて記録する。
【０１１３】
　ステップＳ６０８において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出する。
【０１１４】
　ステップＳ６０９において、ＵＥは、ｅＮＢとの通信におけるスループットの回復を検
出したことに応じて、位置情報の記録を終了する。
【０１１５】
　ステップＳ６１０において、ＵＥは、スループット測定結果、位置情報、及び時間情報
の組を少なくとも１つ含む報告をｅＮＢに送信する。
【０１１６】
　なお、米国仮出願第６１／５５６４０７号（２０１１年１１月７日出願）の全内容が、
参照により、本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上のように、本発明は、ＭＤＴによりＱｏＳを検証可能とするので、移動通信などの
無線通信分野において有用である。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】
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